
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る 

総量削減基本方針（第７次）の概要 

                  

１ 総量削減基本方針について 

 水質総量削減は、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、人口及

び産業が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域の水質改善を図るため、全ての汚濁

発生源について、総合的・計画的に対策を進める制度である。 

 水質汚濁防止法第４条の２に基づく「総量削減基本方針」は、汚濁負荷の削減目標量

及び削減の方途、目標年度等を定める、水質総量削減制度の根幹を成すものであり、昭

和 54年以来６次にわたり策定されている。 

 

２ 総量削減基本方針（第７次）の概要 

  第７次総量削減基本方針について、公害対策会議の議を経て、平成 23 年 6 月 15 日付

けで環境大臣が策定。 

 

（１）目標年度   平成 26年度 

（２）削減の方途 

 東京湾、伊勢湾及び大阪湾は水環境をさらに改善するため、瀬戸内海（大阪湾を除

く。）は現在の水質からの悪化を防止するために、次の施策を講ずることにより、削

減目標量の達成を図る。 

 ○下水道、浄化槽、農業集落排水施設等の整備、処理の高度化、適正な維持管理の推進等 

 ○適切な総量規制基準の設定による総量規制対象事業場の規制、小規模事業場等に対する 

上乗せ排水基準の設定、削減指導等 

 ○環境保全型農業の推進、家畜排せつ物の適正管理・高度利用の推進、養殖漁場の改善等 

 ○情報発信、普及啓発等 

 ○干潟・藻場の保全・再生、自然にある栄養塩や餌を利用して行う藻類養殖等の推進、 

底質改善対策の推進                          等 

 

（３）削減目標量 

                                                        （単位：ｔ／日) 

 削減目標量 

（平成26年度における量） 
平成21年度における量 

東京湾 

ＣＯＤ １７７ １８３ 

窒素含有量 １８１ １８５ 

りん含有量 １２.１ １２.９ 

伊勢湾 

ＣＯＤ １４６ １５８ 

窒素含有量 １１５ １１８ 

りん含有量 ８.７ ９.０ 

瀬戸内海 

※( )内の値 

は大阪湾 

分で内数 

ＣＯＤ ４７２（１１６） ４６８（１１８） 

窒素含有量 ４４０（１０３） ４３３（１０４） 

りん含有量 ２７.４（６.６） ２８.０（７.２） 

 

３ 今後のスケジュール 

 総量削減基本方針に基づき、関係都府県において、削減目標の達成に向けた総量削減

計画の策定及び総量規制基準の設定が行われる。 
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水質総量削減制度の概要 
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(注１)窒素及びりんの総量削減は第５次から導入。点線の棒グラフは、関係都府県のデータの集計による。  

(注２)昭和 54～平成 21 年度（大阪湾は平成 16～平成 21 年度）の値は実績、平成 26 年度は目標量を示す。 
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